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《本マニュアルで使用する主な略語》
はじめに

1 要件

uL破疑者国電弁願人潔任講求(刑脈法37条の2)が窪められる堪合
風塵者に対して勾留状が発せられているすべての事件，

－－－－－奇

I （平成30年6月］日から） －－－－－－－－－」－一一一一－－－－－－△

上記の場合のほか、 「即決裁判手続によることの同意確認jのために選任請求
がなされる場合もある（刑訴法350条の17第1項）が､本マニュアルでは省略
する。

選任請求 ・

刑事施殻等

謂求書等 ・

地方事務所

指名通知依頼
選任得 ・ ・

不受任等通知

私選申出 ・

却下命令 。

・披疑者国避弁議人選任諮求 ，

、被疑者の収容され,ている刑事施段、卿砥施設又は少

・議疑者国選弁廃人選任鮒求書・資力申告書

・ 日本司法支援センター（法テラス）東京地方事務所

阿砥施設又は少年鱈別所

．團選弁讃人候補者指名通知依頼

･回避弁請人選任評

･弁餓人不在・不受任通知

・私避弁護人選任申出

・国選弁護人選任錆求却.F命令

(水戸地裁刑事部からのお願い）

‘繁瀞鎖鍵騨蕊f雛f 鮒銅潅織窟
係書類を作成ずる際に従前行われていた、非対象率件の罪名を削除する等の作業ぱ不要となった。

。 】 ．
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第1 勾留鮪求時の選任胴求

1 勾留質問に向けての鎭備

以下の審類を準備する《 (いずれも■■■で出力できる｡ ）
a請求溝等（別紙塞式1）

b勾留質問調書（別紙書式3の1、外国人の堰合は別紙害式3の2）

2勾留質問時におけbる事務

②裁判官が手続教示を行うも

②被疑者から選任請求の意思表示があった場合、勾留質問の場で被疑者に

(2) ．選任の要件

ア形式的要件

a あらかじめ私選弁護人選任申出がされていること（被疑者の資力合計50万

円以上の場合。刑訴法37条の3第2項）

b勾留状が発せられ､釈放されていないこと （刑訴法37条の2第1項）

c資力申告書の提出（刑訴法37．条の3第1項）

。 私選弁護人が選任されていないこと（刑訴法37条の2第1項ただし書）

イ実質的要件

貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと （刑訴法3

7条の2第1項本文）

請求書等の用紙を交付し、記載させるのが一般的である

当直で取り扱う選任醗求事件の形勉

勾留請求時の選任請求

勾留後の選任請求

2

1 （1）

| (2)

, (3)

| (4)

↑
Ｉ ③舗求書等を勾留質問の際に裁判官に交付し、要件の審査をしてもら.う§

◇資力合計が．50万円以上と判明した場合･･･p9(第6)~

(p4)

(p7) ’
3勾留質問後における事務

I蟇蕊蕊 1
－－－

（1）受付手続

②請求書等に受付日付印を押斗

②上訴申立書等記録簿に登載する。

(pl2) |刑事係からの引継ぎ、当直間の引継ぎ等

別紙｢被疑者国選弁護人選任事件等の手続きの流れ」参照も

※被疑者国選弁謹人選任事件用のチェック票があるので、必ず使用し、チェック票は記

録の表紙の次に綴る。

ー

申述調書（別紙密式1 1）の播式は、2

がある。

3 i 弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することが
できないときは弁護人の適任を諭求することができる旨（法207条2項）

、弁護人の避任をするには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額(50

万円）以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならな
い旨（法207条3項）

血弁護士､弁護士法人又は弁溌士会を指定して弁護人の選任を申し出ること･ができる旨及びその
申出先･(弁護人選任事項の教示。刑解法76条2項、 77条2項、 3項、 207条3項（平成2
8年12月1日施行)。本敦示により申出があった場合の事務処理は、第6の2参照）

‘ 本人が記戦できない場合は､申述調書(別紙様式11）を作成する(規則28条の3第1項参照)｡
ただし、資力申告書は、法律上本人が作成して提出すべきものであり(法37条の3第1項)、申
述調書に代えることはできないので、所定の用紙の資力申告書部分の作成を補助するに止める。

6 勾留罪名の褒更等があった場合には、鯖求書等記栽の罪名等の修正の要否に注意する．

3処理裁判官

原則として、令状当番裁判官が担当する。． 、

． 土浦は、全裁判官が土浦簡裁の辞令を持っているので、全事件を勾留状と同

じ「土浦簡易裁判所」で処理する。

2 －3.‐
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③受付日付に符号（記） ・番号を記入し、取扱者が認印する。 ，

④手書き用紙を砂､た場合などは､謂求書等の宛先に■ロ
口■■■■｡■ で出力した場合には印幸惠Lている｡
⑤表紙(別紙審式4）を作成する （以後、手続ごとに□にチェックする。

■■■■で出力できる｡手書きの用紙もある｡ ）
⑥記録を編成する． (表紙、請求書等、不受任等通知等の添付書類の順） 。

知書がファクシミリ送信されるので、両方に受付印を押す。

②送信書の受領書部分に必要事項を記載の上、返信する。

(4) 国選弁護人の選廷

①裁判官の指示により､選任審(■■■■で出力できる｡ ） （溺罐
式7）を起案し、裁判官の押印を受ける。※金護人名些墜ﾆｮ皇確遡。

②国選弁護人に電循連絡して以下の点を伝える。 （連絡がとれない場合

は、その旨の付萎を表紙に張り、記録を次の当直員に引き継げば足りる。

翌執務日に刑事係から連絡する。 ）

a選任されたこと

b翌執務日以降､刑事係で選任書原本を受領するか､郵送を希望する
か

；僅、

③国選弁護人選任通知

国選弁議人選任通知書(別紙奪式8）を作成し(職印必要) 、以下のとお

り通知（電話連絡（検察庁は電話連絡不要）の上、ファクシミリ送信(フ

ァクシミリ送信書(別紙害式9）の書記官名下に認印や書記官印の押なつは

不要) )する｡ (いずれも､■■■で出力できる｡ ）
a被疑者（審察署等の刑事施設等宛て） ア

b法テラス（17時まで。 1．7時以降になった場合、通知事務は翌日

に引き継ぐ§）

c検察庁（土浦の検察庁は電話連絡なしで送信して良い。 ）

④選任書写しに、上記③aないしcに通知済みの旨付記する。

同写し及び通知書原本は、記録に編てつする。

(2) 法テラス東京地方事務所（以下、 「法テラスj という｡ ’ ）に対する指名通知

瞳鍾(17時まで。 17時以降になった場合、 指名通知依頼事務は翌日に引

き継ぐ。 ）※コロ士盛装症関係の蝋鑓握供の必要性に留撒する。

①勾留状の写しの別紙の上部余白に被疑者氏名を括弧書きで記載する

（ 法テラスでの書類の取違え防止のため。 ） 。

②国選弁護人候補指名通知依頼書（別紙轍式5）及び送信書（別紙樽式6．

番配官名下に認印や泰記官印の押なつは不要}を作成する。■■■■■で
出力できる。 ）

※連絡事項欄には、被疑者に共犯者がいる場合、他の事件において国選

弁護人が選任されている場合、 日本国籍かつ要通訳事件の場合（通訳言

語：争語）等必要があれば入力する。

③法テラスへ電話連絡の上、以下の書類をファクシミリ送信し、送信済み・

の書類及び法テラスからの受領書を一件記録に綴る§

a送信書

b国選弁護人候補指名通知依頼書

c勾留状写し

(3)法テラスからの指名通知

①法テラスから事前に電話連絡が入り、送信書と国選弁護人候補指名通

6 受領書が送信されない場合、指名通知依頼書が送信されていないことも考えられるので、必ず法
テラスに受信の有無を確認する。 ．

、依頼後、 17時までに回答（指名通知）があるか不明な場合は、法テラスに対し､必ず回答の見
込みや指名通知の予定時間を確認する。 一
嚢

・4．
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第2勾留後の選任鯖求

1 番類の受領

（1ノ 刑事施設罪から事前に瓶話ii似絡が入り、以l､､の書納が．－7アクシミリ送信さ

オIろ‐

a諸求稗等（別紐容式’ 1 。 （書式が間遮"二でいないか注意1 1 ）

1， 勾翻縦写し

c 不醤仔弊滋獅（添付されでい左い場合もある. ) (別紙書式2｝ ’’

3 －ﾉｰ’･〃ﾐ:ミりう美信番（受領書と一・体になった〈》ヴ)）

②受信確認後．送信番の漫領番部分に必嬰事項を記入し、返信する'(’

2 受付事務

(1 受付手続

}'3 ("1 '/)3IIルに同上糸

（評 ‘麗件審査髄

⑪ 勾翻状発什庁が『 卜洲i術裁j -S:*､ることを確認する ( F水戸jや「下

妻jでないか確認することβ ） ←

②請求審嘩のi3 資力申皆｣欄の合31金額が50万円未満か確認する。

50万阿以この場合、不受任等通知が添付されているか確認寸一ろ”

◇資力合;|が50万阿以I ・不妥(笹茅通知だしの塀合 ･ ･･1'9 ("6のl (1)ア）へ

（ただし、勾{W間剛手続に剛↓､る記栽を除くほか、 1行目のf餓判官が、按畷軒に対し」

を' 、 I猿判.白.〃'|;i":により、純疑暫に対L 、刑中施設竿の職崎を･i!1じて」 と読み僻えるゞ ）

3 裁判官への報告

f了状担当裁判'吟.に、勾留後(ﾉ)趣任請求があったことを報告し、要件の審査をし

てもらう‘

圃逓弁護人を付す.場合、以下の､}『務処理は、 p4 ("1 c')3(2))以降に同じ
ｰ

・ 誤-蓼で即決餓判用の諦使樽番式（別紙様式18｝が使用されてき､ないか確認する（論求惑の1の
文溝に違いがある‘, )‘』雅糸が正しいか、 {W慨施設聴艮が紀縦する部分の紀職があるか碓識十る°

Ii､ 嬢雛者の資ﾉノ （資ﾉﾉ申皆野の13 資ﾉJ申告」棚の合計金額）が5() .け阿以.lzjかつ職睡
肴が十でI；ｰ不受係等通知譜を受吟取勺でいる埋合Iの.刀，

承お、 この提州かな‘ｳ､つたとしても選仔諦求の要件を欠くことにはなら斑い，

I1 番耐に不備等がある蝿合に、刑噸施没淳に速鵡し、不備を補正させた上で、両送信してﾅｰ,らう。
醤作;俺、“ﾖ傾が‘必哩《'･認y)るどきは、測りL施設等へ沌絡L、原本非i剛､↑させる､

第3

'？ 誤って即決裁判用の諦求諜書式（別紙梯式18)が使用されていないか砿認する（調求蒋の1 ，
の文言に薄いがある癖)・罪名が正lル､か、圃瞬施設職員が記職･j－る部分の記戦があるか砿認寸-る。

1秒． 「被疑者の資力（資ﾉj申告7$:のr3貸力申告｝欄の合計命額）が50万円以上」かつ「被疑者
が．す~でに不受任竿通知書を受け取っている場合jのみ。

なお、 この提出がなかったとしても選任請求の要件を欠くことにはたらをい・
14 番苑に不倫等がある場合は､刑事施設竿に連絡し、不備を補正させた上で、再送信してもらう。
受循終、減判官が必戦と認冷るときは．刑聯施設等へ遮絡し、原木を送付させる｡

■
↑
ず
Ｉ

一
．
■
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第4醗柊で週任する場合

被疑背は国選弁諏人の選任を請求しないが、勾留諦求を担当した裁判官が一

件記録や勾留雷間時の披疑者の応韓状況等から被疑看.圃選弁護人を職梼で選

任する必蕊惟がﾒうろと判断するこ上＊､主れにあり得る“ （刑訴法37条の4）
この場合は、彼疑考から国選弁謹人選任請求書・資力申告書の提出がないの

で、 1記jの滑号.を採訴できたいので、 「るjの恭号で手続きを進M)る以外
減、率務処理方法は第1 ｲﾉ〕鍔合と同じである．

策5刑事係からの引継ぎ等

1 刑事係からの引継ぎの場合

休前円、 〃li率係の溌任諦求事件の未済諦録は、 i上訴申立等記録癖l冒

頭に添付の「引継ぎ一驚表Iで当直に引き継がれる｡

第66被疑者の資力合計がSO万円以上の場合、当番弁睡士による接見・私週弁願
人選任の各申出（以下「当番弁醗士・私選弁堕人週任の申出jという。 ）があっ
た壜合

1 被疑者の資力合脚《50万円以上の蛎合

(1)私選弁護人選任の申出未了の堀合

ア裁判官が、被疑者に対し、あらかじめ私選申出をする必要がある旨説明
した_I葦で被疑者国選弁護人選任請求の■■■■■､別途私選弁謹人
選任の申出をさせる (I■■■■､数判官の指示によ”、謂求存!却
下」する場合もありうる。 ） ．被疑者が、国選弁護人選任調求を維持する

場合ほ、裁判官の指示を受ける”なお、国避弁謹人澱任請求審・資力申告

書等の受付事務は却下や撤回の場合でも、いわゆる 「記」番号を取って受
け付けをすること。

【諦求書体の受ｲ寸羊練 ･･･”（誘1の3(1)）華砿1

綾疑者国選弁謹人選任請求を徹同し、私選弁誕人瀧任申出があった場合
は、後配2参照。

イ勾留質問の場で、被疑者が資力申告書上の資力は50万円以_上であるが、

償債等の関係で私選弁護人を選任でき注い事精jについて述べ、裁判官が記

録化する必要があると判断したときは、申述調書(別紙癖式1 1 ）を作成する。
C凸 0■凸●U④りむq Fマワ ｩm b O▲ ← Pe P L①』gGｬ r 吟 ■ 5e争色Ge ● 0 口●C 4 e■● +q ● ■③■F■ター唾 G0 G 寺 ① C 』 ③③■ e ← eq ■ ■今 ▲● 色③ ③ロ ーウ 二 4 ■ ④＊ ■CO ー●q今③寺｡* T r qd4d L e b O■ ③ ■｡÷~~GGGePe 牛 e ■ ■ GG4B+③ 争■③岸 守 ③ｳ

； ◇選任する場合…p4 ("1の3(2)）へ

： ◇■■■■却下寸一る場合…pl5 ("7の'）へ

引継ぎを受けた記録は、

（以下、 、「ドッジラ･7． ．（以r、 ‐ l ドヅジラ・う･ ,r'1."J と言う､ ）に手続の段階ごとに区別して保

管号-ろ

2 当直風間の引蕊ざの墹合簿

;1) 上記の『引継ぎ一篭表一によい引縦ぎを行う。

②リ1禰員間の確認零頭

『引継ぎ－胃:*j (別紐喜式20)を用いて、 1件ごとに読詮合わせて、記

録を確認し、その後に必要な事務処理を含め確実に引き継ぐ。

③記録の係管

引継ぎを受〃･た記録侭、 ドッジ:ブ･アイルに手続の段階ごとに区別して保

管し、次の当面員に引き継ぐ、、

3刑事係への引継ぎ

上記の「引継ぎ一監表Iにより引継ぎを行う、

3 引継ぎが想定される段階

◇回避弁碓人侭補端名通知依領.kTの場合…以雄,D処理はp4 (iW1の3(21) ，、

◇回避弁韓A､姥浦療f;澗知荷角〃､鯉合 …以持,す)ｳ皿飛はn'1 ("1 'TP3(2}) ,-､

(2)私選弁蹟人選任の申出済みの増合

ア裁判所保管の「不在不受任通知等綴りjに当該被疑者のものがないか確
認する、

通知書があった場合には、写しを作成し、記録に綴る．

同綴りに通知書がない場合、裁判官にその旨報告し、指示を求める（想定
される対応は、避任する、却･Fする、■■■■■､受任の有無につい-て弁漉
士会に確認できる翌執務日主で判断を密煤する、篝． ） ←

R

9
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摩
、ン

職
ソ

イ勾留質問の場で、被疑者が「私選申出をした時期（どの程度期間が経過

しているか。 ) jについて述ぺ、裁判官が記録化の必要があると判断した

ときは、申述調書（別紙塵式1 1）を作成する。
ザ44 句ﾛ● ･■｡■●毎中一一一△宇一一一マーーーー■÷④一一や 勺 1■ 己一~ー■､｡▽←ｰ＝圭一一一●■一一一一一■←■今 一一ーや一一●寸一姉T一■.｡=‐P申｡ー“一一Q●←－F.●＝ｰ6－面ねら●Ce一－ー‐一隼－－1■ー･■ー▽。一一－0÷”ー一一－1｡~■a｡●

i ◇適任する場合…p4 ("]の3(2)) "~

I ◇■■ﾛ･却下する燭合…pl5 ("7の')←
、

士・私選弁護人選任の申出の取次ぎをする。

ア茨城県弁議士会を指定して弁議人の選任を申し出た場合（当番弁護士に

よる接見申出の場合を含む。 ）

①刑事弁護ｾﾝﾀｰの留守番電話(電話番号■■■■■■■）
に次の内容を録音するとともに、②ないし⑤のとおり処理する。

録音内容

一

2当番弁蹟士・私選弁膜人選任の申出があった場合浴

(1) 勾留質問に立ち会った書記官は、勾留質問調書及び「勾留になった場合の通

知先等j (別紙書式21)に、次のとお.り記栽する。

ア勾留質問調書への記載 ・

勾留質問調書の弁護人の選任権告知の「答」欄に、次のいずれかを記載

する。

（ｱ） 「申出のあった弁護士○○○○j

㈹ 「申出のあった弁護士法人○○○○○○」

（ｳ） 「申出のあった弁護士会○○○弁護士会」 （当番弁護士はこれ。 ）

※茨城県弁護士会のみゴム印あり

イ 「勾留になった場合の通知先等jへの記栽

（ｧ)“茨城県弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出た場合（当番弁謹士

による接見申出の場合を含む。 ）

いずれの場合も「当番弁護士」欄の「要」の口棡にチェックを入れる。

㈱弁護士、弁護士法人又は茨城県弁護士会以外の弁護士会を指定して弁

護人の選任を申し出た場合

「私選弁護人（上記以外） 」欄の_｢要」の口欄にチェックを入れ、申

し出のあった弁護士の氏名又は弁護士法人若しくは弁護士会の名称を

「依頼先」欄に記載する。 ‘

（2） 勾留質問に立ち会った書記官は、勾留質問終了後、次のとおり、当番弁護

一一一一~ ~ー~~－ －~一ず

1s 茨城県弁護士会では､身柄を拘束されている被疑者から「当番弁護士による接見申出」又は「私

選弁護人選任申出.Iがあった場合には、いずれの申出であっても、 1回に限り、当番弁霞士兼謹選
弁醗人候補者として無料で接見する取扱いとなっている。

②私選弁護人選任申出通知書（別紙書式12の1）及びその写しを各1部作

成し_(要通訳事件の場合、通訳言語を手書きす匙) 、同通知書にファ

クシミリ送信書(別紙様式14）を添えて､刑事弁護センターに送信する(誤

送信防止のため、短縮登録を用いる｡→ ） 。

③連絡用のメモ(別紙書式13の1又は別紙観式13の2）と上記②の通知書写

しを､被疑者の■■■に交付する。
※被疑者が国選弁護人謂求をした場合（又は謂求の意向を有している

場合）は別紙書式13の1、被疑者が国選弁護人請求をしていない場

合は、別紙書式13の2を利用する（該当箇所にチェックを入れて利

用する。 ） 。

なお､､被疑者が国選弁護人と当番弁護士の両方を希望し、裁判官か

ら両方の手続を進めるように指示された場合は、別紙13の2の様式

の「(被疑者国選非請求事件用） 」の文字を削除して渡せば足りる。 ‘

④上記②の通知書原本余白に「平成○年○月○日口弁謹士会通知済み□

■■■■に写し交付済み」 （それぞれにチェックを入れる。 ） と付記し

て担当書記官が押印する(■■■■で出力した用紙には印字されて
いる。 ） 。

10． ・11 ．



⑧⑧

なお､･刑事弁護センターの受領書は､直近の勤務日に返信される。
⑤上記①から④までの事務処理に遮漏がないかを確認の上、 「勾留にな
った場合の通知先等jの「■■■■」及び「刑事弁謹センター」の各□
欄にチェッ.クを入れる。

イ ．弁護士、弁護士法人又は茨城県弁謹士会と処里弁謹士会を指定して弁護
人の選任を申し出た場合

例指定された弁護士等の調査

①茨城県弁護士会里赴璽弁護士会を指定した場合

｜‐ 1の弁護士会一覧で連絡先を確認する。
②弁誰士又は弁護士法人を指定した場合

誤って別の弁護士又は弁護士法人に通知しないように、被疑者が申

し出た弁謹士の氏名又は弁護士法人の名称等を、次のa及びbの方法
を併用して調査する。

a インターネットによる検索

他の当直員と協力して､各当直員が利用可能な自室囹 一二 I

■■■■■を用いるなどして､日弁連のﾎｰﾑぺｰジにある弁
護士検索（弁護士情報提供サービス.｢ひまわりサーチ」）を利用して

一 ‘

検索する。ただし､1 1が使用できないなど、インターネッ
ト検索が利用でき戦い場合は、下記cへ。

b留置施設への照会

被疑者が収容されている警察署の留置担当に電話照会して､被疑者

と接見した弁護士が該当するのであれば、その氏名、所属弁談士会、
連絡先を確認す．る6

c弁護士等を特定できない場合等

上記a及びbの調査によっても被疑者が申し出た弁護士等を特定
できない場合や連絡先が不明な場合は、通知不能として扱い、令状
担当裁判官に報告した上、同行室又ぼ被疑者が収容されている警察

署の留置担当に連絡して､被疑者に伝えても.らう。連絡したとぎは、

後記(ｳ)のとおり、 ｢勾留になった場合の通知先等j･の所定の欄にチ
ェックを入れて記録化する。

い申出通知

①電話によ鞭知

当直の担当書記官は、私選弁護人選任の申出があった旨を、指定され
た弁謹士等に電話により通知する。電話の際には、必ず受信者の氏名及
び身分を確認し、通知先に間違いがないことを確認する。

なお、留守番電話の場合は、留守番電話のメッセージの内容から相手
方が通知先であることを確認できる場合に限り、以下の録音内容の文言
に従っ･て電話に吹き込む(ただし､弁謹士会の留守番電話の場合は､留
守番電話に吹き込まれた質問事項に回答する形式で通知する。 ） 。
録音内容

「
‐
Ⅱ
Ｉ

|l

l Ⅱ

一」

②電話による通知ができない場合

電話がつながらなかったり、留守番電話で相手方が通知先であること

を確認できなかったときは、指定先に宛てた弁謹人選任申出通知響（別

紙書謝2?2)及びそ?写じを各1部作成し原本を［ －1
■を使用して､即日通知先に郵送する‘

なお、通知先の電話番号が不明な場合も同様とする。

(例 「勾留になった場合の通知先等」 （別紙書式21）への記載
上記(ｱ)、いの事務処理に遺漏がないかを確認の上、 「勾留になった場合
の通知先等」の「私選弁護人（上記以外)j欄の「即日通知済み」又ば｢通

‐12‐
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厚 ″

知不能lの口欄にチェックを入れる。さらに、通知済みの場合は通知方法

を○で囲み、通知不能の場合は、留置場所に被疑者への連絡を依頼したこ

とを確認のk、 「即日留置場所に連絡依頼済み」の口欄にチェックを入れ

る”

(31 茨城県弁護士会に対する当番弁護上・私選弁謹人選任の申出の取次ぎの結果、

不受任等通知が送信されてきた場合'‘､不在不受任通知等綴りに編年体で編てつ

‐#-る。

被疑者国選弁護人選任請求の判断が留保されている場合は、令状担当裁判官に、

電話連絡等適宜の方法で、不受任通知の送信があったことを報告し、選任請求の

要件審奈をしてもらう‘

国選弁讃人を付す場合、以下の事務処理は、p5 (第1の3(2))以降に同じ。

(41 私選弁護人選任申脳通知書等の保管

私選弁謹人選任申出通知書(前記(2)ア②～④) 、弁護人選任申出通知書写し(前

記(2)イ(ｲ)②） 、ファクシミリ送信書、受領番及び「勾留になった場合の通知先等」

は、直近の執務日に刑事係に引き継ぐ。

露7 こんなときは・ ・ ・

’■■■震たは｢鋤下する｣焔含
(1)

(2) 却下する場合

①却下命令（別紙書式17）を起案し、裁判官の押印を受ける~

②却下命令謄本の被疑者への送達

勾留質問後に交付送達し、送達報告書を記録に編てつする。

当日交付送達できない場合は、刑事施設等の職員を通じて後日謄本が

送達される旨伝達した上、却下命令写しを刑事施設等にファクシミリ送

信し、ファクシミｳ送信書等を記録に編てつする。 この場合、却下命令

の謄本】通は、記録と共に刑事係へ引き継ぐ。

2被疑者が外国人の塘合

これまで述べてきた場合との主な相違点は次のとおり。

（1）使用する書式〔講求書等、国選弁護人選任（解任）通知書、却下命令〕

以下の’4言語（以下、 「主要言語j という。 ）については翻訳審式

（ 「当直用手書き用紙の綴り」参照）を使用する』《

ガ
、
夕
語

〃
！
ラ

ノ
ハ
ピ
ン
リ
シ
イ
、
フ
語
、
ム

語
ナ
ヤ
ト
シ
ベ
ル
、
ペ
語
◇
、
ル

閉
ガ
イ
ン
夕
べ、
、
語

語
詔
ア

鮮
一
シ

朝
ウ
ロ

国
ド
雌
ル
語

・
向
／
ｌ

ｊ
、
マ

語
語
ン

京
ン
ャ

北
イ
ミ

ィ
ペ
、

語
ス
而

国
、
ル

中
語
ガ

、
、
日
夕

卜

語
グ
ル

英
ロ
ボー I、

－－

７
８

１

１

申述調謬(別紙密式1 1）の替式は、
ｳ$ある。

ロ主要言語を使用する被疑者が職み害きができない」場合等には、通訳人を介して手続教示を
行い、翻訳書式に悪名押印を求める。どうしても自分で作成できない被疑者の場合には、申述調書
を作成し、本人に読み聞かせ、署名指印をさせるほか、同調書に通訳人を介して手続を行った旨を
記裁し、通訳人に署名押印させる方法もあるが、哉判官の指示を仰ぐこと。

一宇凸■－一 一一一一一一一一一

1F 弁護士から愈話で不受任等の通知があった場合、電話艤敢書（別紙恋式15)を作成する。 こ
の場合、書而に"kる通知は、茨猿県弁識士会本部躯務局から休日明けに刑嚇部あてに送付される。

1,1
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⑤⑤

（2）私選弁謹人選任申出通知書（別紙書式12の1）

主要言語については翻訳書式を利用する。ファクシミリ送信の際は、裁判

所からの取次ぎであることが分がるよう、ファクシミリ送信書を使用する1:

(3)勾留質問調書

外国人被疑者国選用の勾留質問調書イ別報喜式3の2）を使用する。

(4)通訳人に関する事務

被疑者への権利告知等について.、通訳人･も了知できるよう留意するzR

請求」 (p7 (第2の2)以降）に準じて処理する。

(1) 申立書を確認する。

a当該事件の国選弁護人からの申立てか(選任書写しが添付されていない場

合には、上訴忠立等記録簿（当該事件の備考糊の記載）で確認する｡~） 。

b当該事件が配刑X良無瓢の懲役若しくは禁銅に当たる事件か?!。
c複数選任を求める理由の記栽があるか。

。受任を内諾している弁護士名の記載があるかj

e被疑者が釈放されていな.いか、勾留場所の留置担当者に電話で確認する。
(2)裁判官への報告

裁判官に上記(1)aないしeを確認して.もらうとともに、複数選任の要否を検討

してもらう。

(3)地方事務所に指名通知依頼を行う際は、指名通知依頼書の備考柵に以下の点

を記裁する。

a複数選任の申立てである旨

b受任を内諾している弁護士名

3被疑者が少年の場合

【身柄拘束の種類による分類】

1 勾留

2勾留に代わる観護措置

3みなし勾留（このダイジェスト版では省略）

’

’
これま･で述べてきた場合との主な相違点等は次のとおり。

.(1) 「勾留Jの場合

日本人成人の場合と同様に処理する。

(2) ｢勾留に代わる観護措置｣鵡合

勾留質問調書ではなく陳述調書(別紙熱式3の3〉を使用し､･勾留状ではなく、

「観護状jにな.るほかは､原則として、勾留の場合と同様に処理ずる。

4 ．弁霞人から犠数選任の申立てがあった増合

ある事件で既に選任された被疑者国選弁謹人から、同一事件について複数（更

に－:入）の弁護人を付されたい旨の申立書が提出される場合がある（死刑又は無

期の懲役若し<ば禁銅に当たる事件の場合（刑訴法37条の5） ）。

この複数選任の申立てがあった場合、以下の事務処理のほかはF勾留後の選任

19 同書式の使用要領については､ | －I平成18年9月29．日付け刑事局一課長、家
庭局二課長I外国人事件に使用する私選弗謹火選任申出書について」（事務連絡）参照。刑事施設
蝉で利用している

■

”主要言語につし篭｜ ， 〔勾劉厩卿を蕊| 【勾留質問を
式の標題ほ｢私選弁護人選任申出誉」となる。
るみ求さんへ｣及び.｢弁謹人の選任について’

21傷害致死（刑法205条)、危険運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰
に関する法律2条1～6号）等にように裁判員裁判対象事件であっても、被疑者国選弁護人の複
数選任の対象鄭作ではないケースがあるので、注意を要する。

と題う-る翻訳文が備え置かれているが､それ以外の言語の場合は､通訳人を介しての説明のみとな
る。
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(別紙）

被疑者国選弁瞳人選任鯛求事件等の手続きの流れ

繋瀞‐
手続進めて選任
【第1の3(2)～(4)】

被疑園週
朗求する
I疑者函遜 1
瞬求する I
睡癖

【繍求の形態】資力50万円以上
かつ

不受任通知なし
〈私週弁塵人遺任申出棄了） 1■■ 罐騨蕊撫

せる｡【第6の1(1)】
※1

(勾留質問室に■

私選弁護人が受任
..、しなかった堪合,弁
護士会からその旨
の寄類(不受任通
知)が本人に渡され
るので,同書類を添
付の上.再度.被疑
者国選の謂求をして
もらうことになる

一参

②勾留質問時の
選任請求【第1】

③勾留後の選任
請求【第2】

→

f

私選弁護人選任申出
(当番弁護士の申出を含む｡）

をする

私選弁鍍人選任申出の
取り次ぎ【第6の2】※2 僻

－＞

（ 求しないい

私選弁慈人選任申出．
(当番弁嬢士の申出を含む｡）

をしない

※1 被疑者カー増合には.裁判官の指示により.選任請求を却下する墹合もありうる。
※2茨城県弁護士会では,身柄を拘束されている被疑者から『当番弁謹士による接見申出｣又は｢私選弁麺任選任申出｣があった増合には‘いずれの申出であっても, 1
回に限り･当番弁護士兼私選弁通人候補者として無料で接見する取扱いとなっている。
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別紙曾式2①

平成 年 月 日
一一一 成一年一月一一日

茨城県弁護士会御中

氏名

(雛:蕊一年一月一日生） （男･女）
収容場所 警察署留置場

： (連絡先： 一 一 ）

水戸地方裁判所御中

、

茨城県弁護士会

通 知書

口被疑者口被告人 から別紙私選弁護人選任申出番のとおり

一

私選弁護人選任申出書

私に対する下記の被疑事件について，私選弁護人選任の申出をします。

記

1 口逮捕日ンロ勾留日平成 年 月 日

※送致予定の(送致した)検察庁水戸地方検察庁（口本庁口土浦支部ロ下妻支部）
※勾留されている場合には，勾留日の前の□にし印を記した上で勾徹された日を配入して下さい．
逮捕されて.まだ勾留されていない場合には逮捕日の前の□にし印を配した上で逮捕.された日を記
入してください。

2 罪名・罰条

※逮捕・勾翻された事件の罪名・嗣条を配入して下さい。

3 添付書類

口有り □無し

…◆一一一e‐｡‐◆一一一ー｡‐ーーｰウーロ●ー一一一一一一一■－●…や今一一一一､＝■＝一一●■■■ー■ーロ－－－－一●凸0－－●■■■■■一■＝■‐■一■■■-守■■●＝ーG一口‐｡‐●せ●一■■■一己一■一一一一一口－－■

（以下は, 、弁襲士会が通知をする際に記入する欄です． ）

平成一一年圭一一月一=日

申出人 殿

茨城県弁護士会

通． 知 書

貴殿からの上記の私選弁護人選任申出について， レ印を記した事項を通知しまず。

口当弁護士会が貴殿の弁護人となろうとする者として紹介した 弁護士

は，貴殿の私選弁護人として受任しませんでした。

※こ･の欄は被疑者から私選弁獲人選任申込みがあったときに使用します．

口当弁壌士会には，貴殿の弁護人となろうとする者がいませんでした。

※国選弁護人選任餉求をする際には， この香面も提出してください。

当弁謹士会に私選弁護人選任申出があり，
■

平成一年一月一一一日別紙通知書のとおり通知しました。

垂 嚢



季 曇
別紙書式3の1 別紙書式3

（外国人用）

裁判官認印i-~~.:~-1

‘ ｜
｜

凸 ﾆ ●

一
Ｉ
Ｉ
Ｊ

一
ａ

Ｆ
４
Ｉ
■
１
０
８
８
０
昨
ｌ
１
ｊ
ｌ
ｌ
Ｌ

印認官判裁

勾留質問調書 勾留質問調書

被疑者

被疑者に対する
平成 年 月 日 裁判所において，

裁 判 官

裁判所書記官

立ち会わせて，被疑者に対して次のように質問した。

問氏名，年齢，住居及び職業について述べてください。
答勾留請求書記栽のとおり

被疑者
被疑事件について，

被疑者に対する

平成 年 月 日 裁判所において，
裁 判 ・宮

裁判所害記官

立ち会わせて,被疑者に対して次のように質問した。
問．氏名，年齢，住居及び職業について述べてください。

答勾留鯖求書記載のとおり ．

被疑事件について，
りは
を

りは
を

裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。
問検察官からこのような事実について勾留の請求があったが,これに対して何
か述べることはないですか。

答

裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を説み聞かせた。

問．検察官からこのような事実について勾留の請求があったが,これに対して何
か述べることはないですか。

答 ．

、裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人又は弁謹士会を指定して弁護
人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示し，また，国選弁謹人選
任請求権を告げ，弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならな
い旨及びその資力が基準額以上であるときは，あらかじめ、茨城県弁護士会に弁護
人の選任の申出をしていなければならない旨を教示し，勾留した場合の通知先を尋
ねたところ，

答勾留通知先は、

裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁篭
人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示し, ．ま･た，国選弁謹人選
任請求権を告げ，弁獲人の選任を請求するには資力申告書を提出しな･ければならな
い旨及びその資力が基準額以上であるときは，あらかじめ，茨城県弁謹士会に弁霞
人の選任の申出をしていなければならない旨を教示し，勾留した場合の通知先を尋
ねたところ，

答勾留通知先は

以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした。

被疑者 印
以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした。

被疑者 ・印

この手続きは,通訳人 を介して行った。

前同日同庁

裁判所書記官

前同日同庁

裁判所書記官
、
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別紙書式、

／へ、

別紙露式3の3

｢~－‐~~~~｜裁判官認印

, ‐4

陳述調書

被疑少年

被疑少年に対する
平成 年 月一 日 ・裁判所において，

裁判 官 ．

裁判所書記官
立ち会わせて,被疑者に対して次のよ．うに質問した。
，問氏名，年齢,‘職業及び住居はどうか。

答. ､観護措置請求書記載のとおり

被疑事件について，

りは
を

裁判官は，終始沈黙し,.又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
観護措霞請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。
問検察官からこのような事実について，勾留に代わる観護措置の請求があったが；
．これに対して何が述べる．ことはないか。

答

裁判官ば,弁護人選任権を告げ,弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護
人の選任を申.し出・ることができる旨及びその申出先を教示し‘ ．またす. ､国選弁護人選
任請求権を告げ，弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならな
い旨及びその賓力が基準額以上であるときは，あらかじめ，茨城県弁護士会に弁護
人の選任の申出をしてい:なければならない旨を教示し，少年鑑別所に収容した場合
の通知先を尋ねたところ．

答観護措置通知先は…

上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした。以

印被疑少年

前同日同庁 ,

裁判所書記官
■

嚢垂

被疑者国選弁腰人選任購求記醗

水戸篭裁判所
配番・ 号 平虚年(里》鰯 号| 申立固 ’平成 年 月 日
錘 判． 宮

』

毎 |露 配 官I

事 件 名

被 疑． 者
刑事収容施設ロ茨城県 替察署留澄施設 ロ 拘低支所

ロ水戸刑務所 ロ水戸少年鑑別所

※外観人の遇舎， 画陥 雷願 顕

検 察 官
( ..□卸決同意確認） 内線

手
・
続
．
進
行
状
況

や

添
付
審
類

私
選
紹
介

不
在
不
受
任
困
知
弊

個
別
照
会

□・勾留状､・告知鯛害写し ． ‘

ロ不在・不受任通知

口即決銭判手続の同意確露中である
ことを証明する書面

ロ（． ）
●

(裁判所において受理した場合のみ）
■

■

弁獲士会への連絡pTeI □F8x

※休日ロ連絡メモロ通知書写し交付，

ロ有（ロ不在ロ不受任□その他）

口無
｡

DFaX DTel ロ憧登

休日竃歴のみの咽合の通釦客の追完（ロ有ロ無）

検察官. ・弁護士・・被疑者

刑事収容施設・その他 ．（ ）

照会平 ・ ・ ・ ． ロFax口泥1．

期限平 ・ 。

回答 口有 口無

手
麟
進
行
状
況

結

.染

結
果
通
知

保
存

口裁判官による要件審査

梢
名
通
釦
依
頼

平 ． 、． ． 依頼

ロ茨城 、 ロ東京

口事前Tel pFax ・ロ受領雷受値

ヶ

串

指
名
通
知

平． ・ ・

ロ茨城． ロ東京 ．

口事前ToI DFaX.p受領書送償

平 。 。

ロ適任．

(氏名： ‐ ．）

□ ・却下 口任意の撤回．

□その他｡ （ ）。

弁薩人 口冗1 口蹄杏

岐竪者 □Tel DFax送侭/口受領書受侭
(収容警察薯） （ロ交付口特鋤

センター □Te1DFgz送信ノロ受領審受僧

険察官 □TelDFax送栢/口受領寄受信

始期 平成 年 月 日．

､終期
一

平成 年 月 日



爵別紙
別紙薯式5 ～

I’ 国選弁護人候補指名通知依頼書 平成 年月 日

ファクシミリ送信書

日本司法支援センターー東京地方事務所御中 水戸裁判所

日本司法支援センター東京地方事務所御中
’’ 羽批年月日平成 年月 日 依頼臼通知回容期限進行番号

斗城年月日生生
牽
月
日
一
通
駅
言
語
●

水戸 裁判所

裁判所書記官

電話

FAX

勾
耐
場
所

被
疑
者

軍霧偲 平成 年〈記）第 号国選弁護人選任請求（被疑者

いて，下記文書を送付します。

記

1 国選弁誰人候補指名通知依頼帯1通
2勾留状写し 1通

勾詞日 ）にっ
§称秘年(調第号平成‘年月日

衷
件

’’別

人
の
渡
求
秀
諦
選
任
一

国
選
↑

以上"侭…3.7条の2

Ｉ
連
絡
事
項

※なお，受信された際は，速やかに下記の受領書を返信していただく･よ

うお願いし､ます。
一

平成 年月 日

■
Ⅲ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
町
リ
ト
Ｌ
ｒ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
卜
ｂ
ｌ
ｌ
Ⅲ
■
Ｉ

国選弁護人候補指名通知書

受 領 書
‐ ←･氏名
一 水戸 裁判所

裁判所書記官
〒

殿

日本司法支援センター東京地方事務所

担当者

電話

FAX･

国
避
弁
護
人
侯
補

住所又I…『

TEL

－

弁護士会

FAX

所属弁護士会名

縫合法律支授法第3

9条誌Z項に掲げる

国避弁獲人契約井睡

士の別

’ 上記文書正に受領しました。口総合法律支援法第39条第2項第1号
口総合法律支援法第39条第2項第2号 ’

蕊

巳

膣［
I

胎
州
‐
一

法テ
Ｉ
ｆ
ｂ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１

決
裁
者

担
当
．
渚

ラス

使用棚

打
診
／ ／
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別紙書式7 別紙書式8

平成 年（記）第

被疑者

被疑事件

号
1

／

平成年（記）第 号

平成 年 月 日

国選弁護人選任書

水戸地方檎察庁挨察営殿

茨城県弁護士会所属

弁護士 裁判所

裁判所審記官
上記の弁護士を被疑者 に対する 被疑事件の国選弁護人に

選任する。

国選弁護人選任通知書

平成 年 月 日

裁判所
頭書の被疑事件について，下記の弁護士が，国選弁護人に選任されたから通知し

'ます°

記

弁護士氏名

事務所又は住所 〒

裁判官

TEL

FAX

茨城県弁護士会

(総合法律支援法第39条第2項に掲げる国選弁護人契約弁護士の別）

総合法律支援法第39条第2項第号

曇 嚢



養 種
別綴喜式9；雫 〃別紙書式8の2

平成年（記）第 号

被疑者

被疑事件

平成 ，年月． 日

ファクシミリ送信書
平成 年 月 日

水戸 検察庁検察官殿

茨城県 瀞察署長殿

日本司法支援センター東京地方事務所御中

被疑者 殿

（※法テラス宛の場合は, 《 「日本司法支援センター東京地方事務所御中j)

裁判所 ・

裁判所書記官

電話

FAX

水戸

裁判所

裁判所書記官

平成 年（記）第 号国選弁護人選任請求（被疑者

いて，下記文書を送付します。

記

国選弁護人選任通知書 1通 以上

）にっ国選弁護人選任通知書

頭書の被疑事件について，下記の弁護士が，国選弁護人に選任されたから通知し

ます。

記

弁護士氏名

事務所又は住所 〒

※なお，受信された際は，速やかに下記の受領書を返信していただく
ようお願いします｡

平成 年 月 日

受 領書
TEL

FAX

茨城県弁護士会

水戸 裁判所

裁判所書記官殿

水戸 検察庁

茨城県 警察署長

日本司法支援センター東京地方事務所
担当者

電話

FAX

ロ
ロ
ロ

~

上記文書正に受領しました。
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別紙書式1'､、 ,1別紙霧式1 1

平成 年 月 日
裁判官

認 印 茨城県弁護士会御中平成○○生(記):第○○号

申 述 調 書 水戸○○裁判所

裁判所書記官

一

、

－－~｢壺鼠66星55屈さ言一
成｜水戸ロ地方ﾛ簡易
p l

裁判所書記官

_萱iOOOC

私選弁護人選任申出通知書
作 裁判所

○ ○ 被疑者 男・女

年 月 日生

被疑者に対する下記被疑事件について,被疑者から私選弁護人選任の申出があったので通

知します。

記

罪名・罰条

勾留場所

勾留日 平成 年 月 日

○ ○ ⑨
二一■■■了 ■－中一一

←一一.一冒一~一一一‐

被 疑 一一■一c－P－－－－ユ一

罪 報

■－a寺＝~-

■一■

N方口簡易詞

辮
一
韓
一 一一凸画一

(以下は．弁護士会が通知をする際に記入寸一ろ欄です-． 1

申述の要旨

（記栽例）
平成 年 月 日
一一

私選弁護人の選任を1 平成○年○月○日茨城県弁護士会に対して，私選
申出人 殿

茨城県弁護士会

． 通 知 書

貴殿からの上記の私選弁護人選任申出について， レ印を記した事項を通知します。

口当弁護士会が貴殿の弁護人と左ろうとする者として紹介した 弁護士

は，貴殿の私選弁護人として受任しませんでした｡

※この梱は被疑者から私選弁謹人選任申込みがあったときに使用します。

口当弁護士会には．貴殿の弁護人となろうとする者がいませんでした。

※團選弁鰻人選任誘求をする際には． この富面も鯉出してください。

-｡－－D－－－－T －一一－一一一

申し出たが『紹介さｵ唾垂謹主E垂謹△望選佳の申込豊堂塑望唾一

ため,私選弁護人を選任することができないので，国選弁護人の選

任を請求する。

－－－

＝－－－’一 ■一

2 私の資産の合計額は，
一=

00万円の借金があり，

金70万円であるが，消費者金融に約金4

自動車ローンが、 (以下省略）
－＝一一÷一一

－－一一

一一

－－－－－

以上のとおり読み聞かせたところ， 相違ない旨申し立て署名指印をした。

職
－ －－－一

被疑者 ○ ○ ○ ○

一旬一.〆

釜垂
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別紙書式1 '、 ／1

4季別紙書式12の2

(弁護士個人・弁護士法人・県外弁護士会用）

平成 年 月 ・日 (被疑者国選請求事件用）

弁護士

弁護士法人

殿

御中

弁護士会御中

ご連 絡

口被疑者から国選垂謹▲遥廷誼丞豊_旦童左里宣蜜里垂坦墜受!±ておりませ＆の･で，

接見に来た弁護士からの不受任通知（もしくは弁護士会からの不在通知）を受け

た場合には．国選弁護人選任請求の手続を進めでください。

－－ 一=－

水戸裁判所

，裁判所書記官

口被疑者から国選菱護人選f礎垂豊ﾆｰ資力座告書塑量出を受｣土←_処理塗陛留して

蓮-2-圭二i二の･で，接見に来た弁鍍士からの不受任通知（もしくは弁護士会からの不

在通知）を受けた場合には，その不受任通知書等を裁判所あてフ:アクシミリ送信

してください。

弁護人選任申．出通知書

被疑者罪名 男・女

・明治・犬正

年 月 日生
昭和・平成

（国籍 言語． ）

・貴 、殿

上記の被疑者に対する頭書被疑事件について，被疑者から貴弁護士法人を指定

貴弁護士会

、 に

して，弁護人選任したい旨の申出があったので通知します。 ・

を・

拘置支所

同被疑者は，平成 年 月 日から
茨城県 警察署留置施設

に勾留中です。

なお，私選弁護人選任届ｶﾐ提出された場合には》できるだけ裁判所にご連絡いた

だけるようご協力をお願いします6

水戸地方．､簡易裁判所

、
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、
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別紙書式1､、 ′別紙書式13の2

（被疑者国選非請求事件用）

平成 年 月 日

留麗担当者殿

ご連 絡

口私選弁護人選任

被疑者は，本日，勾留質問の際に を申し出ま･したの
口当番弁護士による接見

で，弁護士が被疑者との接見に訪れた際は，私選弁謹人選任申出通知書の写.しを弁

護士に交付してください。
水戸地方･簡易裁判所

糸

垂 菱

茨城県弁護士会御中
、

ファクシミリ送信書

水戸 裁判所

裁判所書記官

平成 年 月 日

電話 /FAX

被疑者 、 の勾留に関する処分について，下記文書を送付します。
記

私･選弁護人選任申出通知書 1通

以上

※なお、受信された際は，速やかに下記の受領書を返信していただくようお願い

します。

水戸 裁判所

裁判所書記官殿

受 領 書

平成 ・年 月.・ 日

茨城県弁護士会 ．

担当者．

電話 /FAX
,

上記文書正に受領しました。



季別紙書式1霧別紙掴式15

0

簡易

水戸． 裁判所一 ．支部
､地方

平成 年（記）第 号口記番号なし

勾留（諭求）年月日 平成 年 月 日

簡易

記番号 口水戸 裁判所平成 年（記）第
地方

記番号

号
被疑者

電話聴取害 事件名

聴取日時 平成 年 月 日 （ ）午前・後 時 分

地検

ロ茨城県弁護士会弁護士ロ水戸 検察官 ・検察事務官
区検

東京

ロ日本司法支援センター 地方事務所

茨城
ロ茨城県 警察署留置管理謀口水戸拘瞳支所

ロ水戸少年刑務所ロ水戸少年鐙別所ロその他（ ）

発信取扱者〔 〕

水戸 裁判所 支部 裁判官

受信取扱者〔 ②〕

撤 回 雷

発信者
簡易

水戸 裁判所

地方

裁判官殿

平成 年

より撤回します。

月 日私が請求した頭書国選弁護人選任請求は，都合に

あて先

標 題

聴取内容

－寺子一一一一一一一一■－－ ‐ 一G－一 一五ウタ今■ 一一 一e →ー｡ q むつ一一一争一一一一一

平成． 年 月 日

口頭書被疑者の申し出に基づき，茨城県弁護士会から派適され，同被疑者と接見しま

したが．同人からの私選弁醸人選任の申込みを拒みました。正式な通知番は休日明け

にファクミシリ送信し窪す。

ロ茨城県弁護士会から頭書被疑者の弁護人となる5とする者として弁護士

が接見に来ましたが，同人から不受任通知がされました。

□

謂求者（被疑者L－ －

ｰ

裁判官

認 印

裁判官

認印



別紙書式1iF､
、

（即決裁判によることの同意確盟用）

国選弁穫人選任錆求穫・資力申告櫓 ・

裁判官 殿

※該当する箇所の口印にし点を付け，必要事項を記入して作成してください。

（注意） 3に記載した合計楓の金額がSO万円以上である場合には． この祷面を提出して国
選弁護人の選任を購求する前に,.必ず､茨城県弁瞳士会に対して．私選弁睡人選任の
申出をする必要があります。

′〆~､、

別紙書式17

平成 年(記）第 号

国選弁護人選任請求却下命令

被疑者 1 次の事件について§検察官から即決裁判手続による．ことについて同意をするかど
うかの確認を求められたが， 2に記載した理由により私選弁護人を選任すること
ができないので，国選弁護人の選任を請求します。

年 月 日生

）(勾留場所 事件名．

2理由

※(2)ア又はイの口印にし点を付けた場合で．茨域県弁膜士会から通知毎を受け取っ
ているときは． この鯖求審と一緒に提出してください。

□（1） 貧困のため

□． (2)平成一年一一月一日，茨城県弁護士会に対して， ､私選弁護人の選任を
申し出たが，次の理由から選任することができなかったため．

ロア茨城県弁護士会から弁護人となろうとする者の紹介を受けられなかった。
ロイ紹介された弁謹士に弁護人の選任の申込みをしたが拒まれた。
ロウいまだ茨城県弁溌士会から連絡がない。

｡《鬮l[そ…雲…鋤に藩いて〈だ誉い｡ ) 〕

被疑者に対する 被疑事件について，平成 年 月 日

被疑者から国選弁護人選任の請求があったが，下記 の理由により， これ

を却下する｡．

、 ．記

1貧困その他の事由により弁謹人を選任することができないとは認められない。

2被疑者が選任した弁護人がある。

3被疑者以外の者が選任した弁護人がある。

4被疑者が釈放されている。

5資力が基準額以上であるが，あらかじめ；刑事訴訟法第37条の3第2項に規

定する弁護人選任の申出をしていない。

6資力申告書を提閉していない。

3資力申告

私の次の資産の合計額（資力という。 ） と内訳は,､記載したとおりで間違いあり
ません。

(注憲） 裁判官の判断を誤らせる目的で．その資力について虚偽の記戯をした場合は． ’o
万円以下の過料に処せられることがあります。

内訳現金 （口無 口宣→約 円）
金融機関に対する預貯金 （口無 口宣→約 円）
社内預金等 （口無 口宣→約 円）
金融機関の自己宛小切手（ロ無 口宣→約 円）
郵便為替 （ロ無 口有・→約 円）

マ一~~~一一一‐

・合計 約 円

平成 年 月 日

水戸○○裁判所

裁判官

※・金融磯関に対する預貯金とは，預金のほか,園便貯金又は農薬餡同組合，農業協同組合迎合会，漁粟協同
組合，漁棄侭同組合連合会，水産加工索協同組合若しくは水産加工薬健同組合連合会に対する貯金のこと
です。

※社内預金等とは．使用者（船員の場合は船舶所有者）に対する貯蓄金又は公務員共済組合，公務員共済組
合連合会若しく･は日本私立学校摂興・共済事業団に対する貯金のことで十・

｡

平成一一年一月一日
印
鋤
一
日
一

一
李年

名
一

旬
〃
〃
ロ
日
、

氏

b-q■■■－口■q■■■｡‐一一一一一q■｡■■■一‐－■‐q■■■1■‐4■■■■U■ﾛ■ー●‐一ppq■■■q■ーーー句一一一一一q■－口一一一一一ロq■

※以下の楓は．留霞担当官，刑事施殴・少年鑑別所の礎員が記入してください。
1 添付書類 □・勾留状・告知關書等の写し 口不在・不受任通知番

口即決栽判手続の同意砿認中であることを証明する祷面
2即決裁判手続の同意確阻を求めている検察官の所展庁一一一一一 ．－
3留置・収容場所

:琴糞…卿｡*零"．"“嚢
）



嚢
、

饗刀り砥画工も兵U

、

－－J一身'継豊弓白鷺暴季疑者幽盤L－－l
l 月腎 遜行中 引継 馴受 ｜

｜■■楕名…名適蝿選任未了通麺素ア 騒溺 蓄印 雷印 ｜未了 待ち ，

ーー一一~－－－－－ －－－－－－｜日

日 ↓・
宿

一爵

』

日日

I 日 l
宿

宿
1

日

n

日 j
宿 ｜ ‘

猶
！

’ 同

' 。 ；
宿
◆

日

日

日 l
宿

｜宿
↓．

｜
日

一一一一 ｡一一一一
－一一一一一一

箆入要個1 引鍾者が逮妙状現に庵じた麟当箇所に件歓を麗入し.それぞれ押印をする『

2 「既済｣には.国遍禽伍人珂任通剣客受個客待ちの配録.鯖求撒回になった腿侭が肢当する．
。 鹿侭は.■■■■■■■■の蝕当箇所に像骨する．

4 引健ぎは.必ず妃鯨寝柚に当たって行う．

5■■■■の毘侭が引き■がれた唱合には．勾厨麟求予定の事件に■■■■■■にかかる事件がないか徳唾する．

別紙書式21

卜
肌
言
。

ノ

』） （
一一一一一＝

■
９

）
一一

－

勾留場 所

勾留になった場合の通知先等

茨城県 警察署留置施設

被疑(被告）

事件名［

－－－屯－－－－－■ 一一一一一一一一－

］

溌跳荷

（被告人）
氏 船

~画v"八哩八B』w払・ L」必､安‘表し

口次のとおり

通知先

氏名

続柄

住居

電話番号

携帯番号

一 一

－一一一一一一一
一一一

つ七一●一一一一一一一一一一毎－一＝■■一一一一口⑤＝ー＝■■■h‐1■令七一一一一＝ーローーー‐一つ－－■■■■‐一一口●‐ﾛ■す 二= ＝= 二 三 ・ .〒＝ ＝二二二

一■色

－

－

一一

被疑者国選
弁護人 □■■■■■■口舗求する（請求書･資力申告響作成） ロ請求しない

当番弁護士

ｰ三 ■ ■

口不要

■■■■■､型I大'‘爾撰U,－1迅緬父何ノ

口刑事弁謹センター（電話（留守番電話）連絡．通知書送附）

私選弁護人
(上記以外）

ｰ雲蚕 1－J 『踊牙只巫’”.同盟エ・汁.硬工睦人．弁護士会）

口不要

[氏名・名称一一一
－－ －－－－－－－－_］

口即日通知済み（篭話・普通郵便） 口通知不能（口即日禰陵場所
に連絡依頼済み）

接見等禁止 L」めり
□なし


